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【第７の柱】被害者支援の充実と推進 

 交通事故被害者等は、交通事故により多大な肉体的、精神的及び経済的打

撃を受けたり、又はかけがえのない生命を絶たれたりするなど、深い悲しみ

やつらい体験をされており、このような交通事故被害者等を支援することは

極めて重要であることから、犯罪被害者等基本法や「千葉県犯罪被害者等支

援条例」（令和３年４月施行）等の下、市町村、支援活動を行う民間支援団体

等と連携しながら交通事故被害者等のための施策を推進します。 
 交通事故被害者等は交通事故に係る知識、情報が乏しいことも少なくない

ことから、交通事故に関する相談を受けられる機会を充実させるとともに、

交通事故の概要、捜査経過等の情報を提供するなど、その心情に配慮した対

策を推進します。 
  

（１）交通事故被害者支援の充実強化 

  ① 交通事故被害者等に対する援助措置の充実 
 交通事故被害者等を救済するため、次の事業等の実施及び普及を進め

ます。 
   ア 交通遺児の育成及び援助 

 交通事故により保護者等を失った小・中学校の児童・生徒に対し激

励品を贈りその将来を励まします。 
 また、保護者を失う等、経済的に授業料等の納入が困難となった県

立高等学校の生徒の就学を容易にするため、授業料の減免を行います

（高等学校等就学支援金または専攻科修学支援金で対応できる部分を

除く）。 
   イ 育成資金の貸付 

 自動車事故が原因で死亡または重度の後遺障害が残った方の子弟

（中学校卒業まで）で、その保護者の生活状況が一定の条件に該当す

る児童・生徒に対して、育成資金の無利子貸付を行います。 
   ウ 介護料の支給 

 自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後

遺障害を持つため、常時又は随時の介護を必要とする方のうち、一定

の要件に該当する方に対して、介護料の支給を行います。 
   エ 療護施設の運営 

 自動車事故による脳損傷によって、重度の後遺障害が残り、治療と

常時の介護を必要とする方のうち、一定の要件に該当する方に対して、

適切な治療と看護を行う重度後遺障害者専門の自動車事故対策機構付

属千葉療護センターの適切な運営を図り、脱却者数が増加するよう努

めます。 
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  ② 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 
   ア 相談業務の充実 

 交通事故被害者等の精神的負担や社会的、経済的負担に適切に対応

するため、「交通事故相談所」に心の相談員（臨床心理士）を配置し、

交通事故被害者等の心情に配慮したきめ細かい相談業務や心のケア対

策を実施するとともに、「千葉犯罪被害者支援センター」をはじめとし

た各種相談機関等との連携を密にして、相談体制の充実に努めます。 
   イ 交通事故被害者等への情報提供 

交通事故被害者等の心情に配慮した適切な対応を図るため、ひき逃

げ事件、交通死亡事故事件、危険運転致死傷事件などの重大な交通事

故事件の被害者等を対象として、事件を担当する捜査員が交通事故の

概要、捜査状況、検挙状況及び処分状況などについて連絡を行う「被

害者連絡制度」により情報提供の充実を図ります。 
また、「交通事故被害者の手引き」を活用して刑事手続や犯罪被害者

のための制度、保険請求や損害賠償請求制度の概要説明、各種相談窓

口、交通事故証明書の申請方法などを教示します。 
 
（２）自動車損害賠償保障制度の充実等 

 自賠責保険（自賠責共済）等の期限切れや掛け忘れに注意が必要である

ことについて、広報活動等を通じて広く県民に周知するとともに、街頭に

おける指導取締りの強化等を行い、無保険（無共済）車両の運行の防止を

徹底します。 
また、事業用自動車の新規許可の際、損害賠償能力等の確認を行ってお

り、無保険（無共済）車両の運行の防止を徹底します。 
 

（３）損害賠償の請求についての援助等 

  ① 交通事故相談活動の推進 
 損害賠償など交通事故被害者等の抱える問題の適切な解決を図るため、

専任の相談員を配置した「交通事故相談所（本所及び２支所）」を運営す

るとともに、遠隔地に居住する県民が相談を受けやすいように、市町村

における巡回相談を推進します。 
 また、交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務の推進を図るとと

もに、相談内容の多様化・複雑化に対処するため、顧問弁護士や心の相

談員による研修会・指導等を通じて相談員の資質の向上を図ります。 
さらに、ホームページや広報誌等、様々な広報媒体を活用し、交通事

故当事者に対して広く交通事故相談活動に関する情報の提供を図ります。 
  ② 損害賠償請求の援助活動等の強化 
    交通事故被害者等に対する適正かつ迅速な援助をするため、救済制度

の教示や交通事故相談活動を積極的に推進します。 


